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札幌市重度障がい者入院時コミュニケーション支援の取扱いについて 

 

 平素より、札幌市の障がい福祉行政にご理解とご協力をいただき厚くお礼申

し上げます。 

札幌市では、意思疎通が困難な重度の身体障がい者を対象とした重度障がい

者入院時コミュニケーション支援について、平成 27 年 10 月より意思疎通が困

難な重度の知的・精神障がい者へ対象者拡大いたしました。 

つきましては、本制度の取扱いを下記のとおり通知しますので、貴事業所の

関係職員に周知くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 制度の概要 

意思疎通が困難な重度障がい者が医療機関に入院する場合に、医療従事者へ

の意思伝達の円滑化を目的として、利用者との意思疎通に熟達している者を派

遣することにより、入院時の負担軽減を図る。 

 

２ 対象者 

  市内に住む単身又は単身に準ずる世帯のうち、下記⑴又は⑵に該当する者

とする。 

⑴ 身体障がい者の場合 

 身体障がいによる重度訪問介護の支給決定者で、次の①から③の全てに該

当する者 



① 障害支援区分認定が区分６の者 

② 障害支援区分認定に係る医師意見書等で四肢の麻痺等が確認できる者 

③ 
障害支援区分認定に係る認定調査項目（以下「認定調査項目」）のうち

「１－１寝返り」が「全面的な支援が必要」に該当する者 

 ⑵ 知的障がい者又は精神障がい者の場合 

知的障がい又は精神障がいによる重度訪問介護の支給決定者、移動支援

を含む訪問系サービス（短期入所除く）又は共同生活援助（受託居宅介護利

用者に限る）の支給決定者で、次の①から③の全てに該当する者  

① 障害支援区分認定が区分４以上の者 

② 認定調査項目における行動関連項目等の点数の合計が 10 点以上の者 

③ 
認定調査項目のうち「３‐３コミュニケーション」が「日常生活に支障

がない」以外に該当する者 

 

３ サービス内容 

  入院時における医療従事者への意思伝達の円滑化を図るためのコミュニケ

ーション支援及びこれに付随する見守りとする。 

なお、医療機関における看護に相当する行為（身体の清拭、食事、排泄等の

療養上の世話や、病室内の環境整備、ベッドメーキングなど）は対象としない。 

 

４ 事業所及び従業者 

 ⑴ 入院時コミュニケーション支援を行う事業所（以下「コミュニケーショ

ン支援事業所」という。）は、上記２の各号に掲げるいずれかのサービスを

現に対象者に提供している事業所とする。 

⑵ 入院時コミュニケーション支援を行う従業者は、前号に掲げる事業所の従

業者で、入院前に支援実績があり、対象者との意思疎通に熟達した者とする。 

 

５ 支給量 

  １月当たり７５時間以内とする。 

 

６ 費用等 

 ⑴ 費用 

重度訪問介護の報酬単価及び算定方法に準じるものとする。 



 ⑵ 利用者負担 

原則、１割負担とし、直接利用者から支払いを受けるものとする。なお、

利用者負担は、下表の利用者負担上限月額の範囲内とし、同一月に利用し

た障害福祉サービスの利用者負担額との合計が下表の利用者負担上限月額

を超えないものとする。 

世帯区分  入院時コミュニケーション支援の利用者負担上限月額  

生活保護・非課税世帯 0 円 

課税世帯（所得割 16 万円未満） 

※グループホーム利用者を除く 
9,300 円 

上記以外 37,200 円 

 ⑶ 利用者負担上限額管理 

利用者が次の①～③の全てに該当する場合は、コミュニケーション支援

事業所が上限額管理を行うものとする。 

① 利用者負担上限月額が０円以外の者 

② 同一月に複数のコミュニケーション支援事業所を利用した者 

③ 
同一月における障害福祉サービスの利用者負担額が利用者負担上限月額

に満たない者 

 

７ 手続きの流れ 

 ⑴ 申請書の提出 

利用を希望する者は、区保健福祉部に申請書を提出する。 

⑵ 決定通知書及び受給者証の交付 

区保健福祉部では申請内容を確認し、適当であると認めるときは、申請

者に対し、決定通知書及び受給者証を交付する。 

⑶ 利用契約 

支給決定者より利用相談を受け、サービス提供を行う場合は、決定通知

書及び受給者証の提示を求め、受給者証に記載されている有効期間、支給

量等の範囲内で利用契約を締結する。 

⑷ サービス提供 

サービス提供事業所は、障害福祉サービスの取扱いと同様に、個別支援

計画を作成し、当該計画に基づき、サービス提供を行う。 

 



⑸ 請求 

サービス提供事業所が、支援に要する費用から利用者負担を控除した額

の支払を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を区保健福祉部に

提出する。 

ア 入院時コミュニケーション支援請求書（別紙１） 

  イ 入院時コミュニケーション支援明細書（別紙２） 

  ウ 入院時コミュニケーション支援実績記録票（別紙３） 

  エ 入院時コミュニケーション支援上限額管理結果票（別紙４）※上限額

管理を行った場合に限る。 

 ⑹ 支払 

区保健福祉部では請求内容を審査し、適当であると認めるときは、事業

所に支払いを行う。なお、支払いを受けた事業所は、利用者に対し、障害

福祉サービスの取扱いと同様に、速やかに代理受領した旨を通知すること。 

 

８ 適用日 

  平成 27 年 10 月１日から適用する。 

 

９ その他 

上限額管理の方法や報酬算定にかかる具体的な取扱いについては、訪問系サ

ービス事業所に対し、別途通知する。 

 

10 添付資料 

 ⑴ 札幌市重度障がい者入院時コミュニケーション支援実施要綱･･･別添１ 

 ⑵ 利用者あて周知文（参考）･････････････････････････････････別添２ 

 

〒060-8611 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部 

障がい福祉課給付管理係 

Tel 011-211-2938 Fax 011-218-5181 


